
1 職員の任免及び職員数に関する状況

（1）職員採用状況（平成19年4月1日採用者数）

一般行政職等 0 人 0 人 0 人
技能労務職 0 0 0
病院 0 1 1
合計 0 1 1

（2）職員退職状況（平成18年度退職者数）

一般行政職等 2 人 5 人 3 人 10 人
技能労務職 0 0 0 0
病院 1 0 1 2
合計 3 5 4 12

（3）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

議会
総務
税務
農林水産
土木
民生
衛生

計 人口1,000人当たり職員数　　　　13.9人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数　　　　　人）

教育

人口1,000人当たり職員数　　　　15.4人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数　　　　　人）

人口1,000人当たり職員数　　　　19.7人

（注） [　　]内は、条例定数です。

合　　計
342 353 ▲ 11 ＜参考＞

[   376   ］ [   376   ］ [        0］

小　計

　事務の統廃合縮小
その他 7 7 0
下水道

75 79

　欠員不補充
水道 6 6 0

▲ 4
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▲ 7267 274

▲ 1 　事務の統廃合縮小

＜参考＞

27 28

240 246 ▲ 6
＜参考＞
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0
112 117 ▲ 5 　欠員不補充
11 11
19 19 0
11 12

0
▲ 1 　事務の統廃合縮小

0
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合　　計

　　　　　　区　　分
　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
平成19年 平成18年

区　　分 定年退職 勧奨退職 普通退職ほか
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計
部
門
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会
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病院
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（4）年齢別職員構成の状況 （平成19年4月1日現在）

（単位：人）

(5) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
①　定員適正化目標（数・率）

②　平成22年4月1日現在における定員の数値目標

③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要 （各年4月1日現在）

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 H18～22年 （参考）

（計画前年） １　年　目 2　年　目 3　年　目 4　年　目 5　年　目 計 数値目標

減　員

増　員

差　引

職員数

（注） 1 計画期間は、平成18年～平成22年の5年間です。

2 （　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率です。

（参考） （各年4月1日現在）

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

（計画前年） １　年　目 2　年　目 3　年　目

減　員

増　員

差　引

職員数

減　員

増　員

差　引

職員数

減　員

増　員

差　引

職員数

減　員

増　員

差　引

職員数

44歳 48歳 52歳 56歳24歳

未満 23歳 27歳

28歳 32歳 36歳 40歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計
43歳 47歳 51歳

～ ～ ～

59歳 以上31歳
39 37 47

35歳 39歳
26 30

0 0

55歳
34239

▲ 49

320

0

342 342

320人

0 3 10 54 57

▲ 4

（参考）H15～17年

(55.1%)

計

公営企業
等  会  計

0

▲ 4

　　　　　　　　　区　　分
部　　門

0

▲ 3

▲ 5

▲ 1

277

特別行政

4

00 0

46 43 36 33

▲ 29

2

▲ 27

261

▲ 3 ▲ 7 ▲ 12

▲ 7 ▲ 3 ▲ 13

34

▲13 （108％）▲ 3

▲ 3 ▲ 2 ▲ 9

5 2 7

85

▲2 （40％） ▲ 5

▲ 24 ▲ 22 ▲ 5

0

88

2

86 8890

1 6 2 9

▲ 3

▲ 51

▲ 23 ▲ 16 ▲ 34

369 380

▲45 （129％）

414 406 380

369 353 342

0

342

▲ 16

1

▲ 11

1

▲ 17

数値目標計

▲ 8

256 248

0 1 5
一般行政

278

▲ 21 ▲ 9 ▲ 35

一般行政
特別行政
公営企業

▲ 12

▲30 （176％）▲ 21

終　期
数値目標

　　　　　　　　　区　　分
部　　門

計　画　期　間

▲ 17

平成17年10月1日 平成22年3月31日

始　期

49人の純減

職員数

区　分
20歳 20歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
％

構　成　比
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2 職員の給与の状況

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

人 千円 千円 千円 千円 千円

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

2 給与費は当初予算に計上された額です。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

平成19年度 平成14年度
南伊勢町
（南勢町） -
（南島町） -
全国町村平均
類似団体平均

（注） 1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を給与水準を示す指数です。

(4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成19年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

A/B

（A） （B）

南伊勢町 -

うち清掃職員 廃棄物処理業

うち学校給食員 調理士

うち用務員 用務員

うち保育所調理員 調理士

三重県 -

国 -

類似団体 -

南伊勢町

うち清掃職員

うち学校給食員

うち用務員

うち保育所調理員

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成16～18年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、

　民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

（注） 1 「平均給料月額」とは、平成19年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を

合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていない
ことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

　　　　　　　％

一人当たり給与費

人 件 費 率

17,318 7,902,025

-

93.3

1,468,701

1,690,823 21.4

　　　　計　　　　Ｂ

　　　　　千円

期末・勤勉手当

区分
住民基本台帳人口 歳 出 額 人 件 費

（平成19年4月1日現在） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

18年度

区分
　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

人　 　　　　　　　千円

職員数 給　　与　　費

19年度
85,908267 984,618

92.0

93.9

平均年齢

95.1

-

平均給与月額平均給与月額
（国ベース）

358,122

-

の類似職種

388,159

355,689
-

平均給与月額平均給与月額 対応する民間

383,541

（国ベース）

248,942円

266,452円

239,357円

224,425円

240,505円

249,857円

239,357円

398,175 5,501

区　　　分

40.7
43.2

42.5

類似団体

南伊勢町
三重県

国

区　分

325,724
330,473

380,063
444,964

381,718

333,979
354,760

平均年齢平均給料月額

45.8

46.0歳

平均給料月額

227,904円

230,400円

231,793円

222,400円

221,486円

48.8歳

47.5歳

224,425円

230,886円

371,137円

320,514円

309,515円

44.6歳

295,246円

236,764円

396,977円

-

321,776円

5,193人

347,161円

287,094円

14人

4人

14人

430人

平均年齢 職員数

55人

23人

46.5歳

44.0歳

49.5歳

48.5歳

-

平均給与月額

-

339,900円

282,700円

222,400円

282,700円

-

-

--

-

40.4歳

0.84

-

43.1歳

53.6歳

43.1歳

参考民　　間公　　務　　員

-

-

0.78

0.85

1.01

-

-

4,008,258円

区　　　分

C/D

参　　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員（C) 民　間（D）

3,877,829円

3,621,750円

4,271,000円

3,817,457円
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(5) 職員の初任給の状況（平成19年4月1日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円
円

(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成19年4月1日現在）

円 円 円
円 円 円

円 円
円

(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成19年4月1日現在）

（注） 1 南伊勢町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

※　上記グラフで5年前については旧2町職員の合計です。

142,800

経験年数20～25年

170,200
138,400

-
-

142,800

170,200
区　　分

大学卒

高校卒

一般行政職
高校卒

一般行政職
大学卒

中学卒 対象者なし

県 国
176,800

区　　　         分 経験年数5～７年

中学卒 123,900

南伊勢町

138,400
135,600

259,800

技能労務職

225,800

345,800205,200
高校卒
高校卒 対象者なし

技能労務職

180,400

対象者なし

295,600

６　　級
人

6

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
％

人
５　　級

参事・課長

課長・室長

合　　計

１　　級 職員

２　　級 職員

４　　級

３　　級 係長・主査
人

51

118

人
7.8

課長補佐・室長補佐・園長

218

23.4

54.1

人

％人
9

189,000

-

経験年数10～15年

233,300

225,300

％
17

2.8

％

％

％
17

100.0

7.8

4.1

％

人

4.1% 7.2%
12.0%7.8%

9.7%

11.2%

54.1%
49.8%

47.7%

23.4% 22.8%
19.9%

7.8% 8.4% 7.1%
2.8% 2.1% 2.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成19年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

６級

５級

４級

３級

２級

１級
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(8) 昇給期間短縮の状況
　

(9) 職員の手当の状況
①期末手当・勤勉（平成19年４月１日現在）

南伊勢町 県 国
１人当たり平均支給額（18年度） １人当たり平均支給額（18年度）

千円　 千円　 -
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月期 月分 月分 6月期 月分 月分 6月期 月分 月分
12月期 月分 月分 12月期 月分 月分 12月期 月分 月分

計 月分 月分 計 月分 月分 計 月分 月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置有 職制上の段階、職務の級等による加算措置有 職制上の段階、職務の級等による加算措置有

②退職手当（平成19年４月１日現在）
南伊勢町 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分
勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分
勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 有 その他の加算措置 有
（退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　　　　11,404千円 22,903千円 １人当たり平均支給額　　　　- 千円 - 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

③特殊勤務手当（平成19年4月1日現在）
千円
　円
　％

④時間外勤務手当
千円
千円
千円
千円

1,873

3.00

1.40
1.60
3.00

0.725
0.725
1.450

1.40
1.60

0.725
0.725
1.450

18年度

A

B

B/A

職員数

3.00 1.450

比率（％）

普通昇給期間（12～24月）を
短縮して昇給した職員数（人）

1,455

1.60 0.725
1.40 0.725

59.28

30.55

41.34

59.28

59.28

9.1

支給実績（平成18年度決算） 3,611

23.50

33.50

47.50

59.28

23.50

33.50

47.50

700円/日

手当の種類（手当数） 2種類
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

へい獣処理手当 へい獣処理に従事する職員へい獣処理業務 1,000円/回

支給実績（平成17年度決算）

41.34

59.28

59.28

17,325

支給職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算）

全　職　種区　　　　　　　　　　　　分

78

人

人

％

353

0

25,794
97

支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

支給実績（平成18年度決算）

清掃業務手当 清掃作業に従事する職員 ごみ処理業務

支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算） 144,424
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成18年度）

30.55

0.0
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⑤その他の手当（平成19年4月1日現在）

配偶者

一人目まで

　配偶者扶養

　　扶養手当 　配偶者非扶養 同

　配偶者なし

二人目まで

三人目以降

※特定期間加算

借家・間借

　家賃13,000円未満 支給無し

　家賃13,000円～23,000円未満

支給額 ＝ 家賃 - 12,000円

　　住居手当 　家賃23,000円～55,000円未満 同

支給額 ＝ (家賃 - 23,000円)

× 1/2 + 11,000円

　家賃55,000円以上

持家（新築等5年未満

交通機関 （限度額）

　　通勤手当 交通用具 同

　（限度額）40ｋｍ以上 20,900円

参事・課長

　　管理職手当 室長 同

園長

（10）特別職の報酬等の状況（平成19年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

28,000円

6,500円

55,000円

13,000円

6,000円

11,000円

6,000円

27,000円

2,500円

1,983千円

5,000円

5,000円

国の制度 支給実績

24,037千円

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 （平成18年度決算）

町 長

副 町 長

720,000

16,000円

12,000円

区　　　分 給　　料　　月　　額　　等

181,207円

（参考）類似団体における最高／最低額

847,000 639,000

190,000

369,000

議 員 266,000

275,000

210,000副 議 長 287,000

4.40

市区町村長 　　（平成18年度支給割合）

助 役

議 長

3.30

　　（平成18年度支給割合）

副 議 長

報
酬

退
職
手
当

町 長

副 町 長

議 員

議 長

給
料

任期毎

256,000

550,000

　（支給時期）　　（算定方式）

19,334千円

支給職員１人当たり

期
末
手
当

収 入 役

1月につき　給料×41.6/100

1月につき　給料×25/100

116,595円

平均支給年額

（平成18年度決算）

7,611千円

任期毎

210,000

180,000

679,000 550,000

89,506円

224,642円
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（11）公営企業職員の状況
（ⅰ）水道事業
① 職員給与費の状況
ア　決算（平成18年度）

イ　予算（平成19年度）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　給与費は当初予算に計上された額です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成19年4月1日現在）

歳 円 円
歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当（平成19年４月１日現在）

南伊勢町（水道事業） 南伊勢町（普通会計）
１人当たり平均支給額（18年度） １人当たり平均支給額（18年度）

千円　 千円　
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月期 月分 月分 6月期 月分 月分
12月期 月分 月分 12月期 月分 月分

計 月分 月分 計 月分 月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

イ　退職手当（平成19年４月１日現在）
南伊勢町（水道事業） 南伊勢町（全体）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分
勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分
勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 有 その他の加算措置 有
（退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　　　　- 千円 - 千円 １人当たり平均支給額　　　　11,404千円 22,903千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　特殊勤務手当
無し

エ　時間外勤務手当
千円
千円
千円
千円

1,654

実質収支

1,455

支給実績（平成17年度決算）

3.00 1.450

1,356
支給職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算） 339

59.28

59.28 59.28 59.28

支給実績（平成18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算）

715

30.55

41.34 33.50 41.34

3.00 1.450

238

59.28

47.50 59.28 47.50

33.50

23.50 30.55 23.50

1.60 0.725 1.60 0.725
1.40 0.725 1.40 0.725

390,100 569,096
南伊勢町一般行政職 45.8 333,979 524,597

19年度
4 14,036

南伊勢町水道企業職 50.5
区　　分 平　均　年　齢

人 千円

基本給 平均月収額

1,317

期末・勤勉手当　　　　計　　　　Ｂ
千円

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　
千円 千円

5,833 21,186 5,297
千円

Ａ 給　 料 職員手当
区分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

％　　　　 ％　
194,953 26,459 26,804 13.7 16.4

18年度
　　　千円 千円　 千円　

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率Ａ  Ｂ　

職員給与費比率 17年度の総費用に占

総費用に占める （参考）区分 総費用 純損益又は 職員給与費

- 7 -



オ　その他の手当（平成18年４月１日現在）  

円
円
円
円

（ⅱ）病院事業
① 職員給与費の状況
ア　決算（平成18年度）

イ　予算（平成19年度）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　給与費は当初予算に計上された額です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成19年4月1日現在）

歳 円 円
歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当（平成19年４月１日現在）

南伊勢町（病院事業） 南伊勢町（普通会計）
１人当たり平均支給額（18年度） １人当たり平均支給額（18年度）

千円　 千円　
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月期 月分 月分 6月期 月分 月分
12月期 月分 月分 12月期 月分 月分

計 月分 月分 計 月分 月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

イ　退職手当（平成19年４月１日現在）
南伊勢町（病院事業） 南伊勢町（全体）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分
勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分
勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 有 その他の加算措置 有
（退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　　　　1,385千円 17,003千円 １人当たり平均支給額　　　　11,404千円 22,903千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

59.28 59.28

33.50 41.34

3.00

1,4551,981

59.28 59.28

47.50 59.28 47.50 59.28

33.50 41.34

23.50 30.55 23.50 30.55

1.450 3.00 1.450

0.725
1.60 0.725 1.60 0.725

333,979 524,597

1.40 0.725 1.40

南伊勢町一般行政職 45.8

南伊勢町病院事業職 44.5 314,259 479,371

給 与 費

90,683 375,007
千円 千円

区　　分 平均年齢

19年度
57 222,992 61,332

人 千円 千円

％　　　　 ％　
881,590 △ 194,970 620,382 68.0

18年度
千円 千円　 千円　

実質収支

70.4

基本給 平均月収額

千円
6,579

一人当たり給与費
Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

区分 職員数

　　　　　　Ｂ／Ａ

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

Ａ  Ｂ　

千円 180,000

（参考）
職員給与費比率 17年度の総費用に占

める職員給与費比率

管理職手当 普通会計に同じ 同 180

千円 0
通勤手当 普通会計に同じ 同 259 千円 74,000
住居手当 普通会計に同じ 同 0

（平成18年度決算）

扶養手当 普通会計に同じ 同 117 千円 33,429

支給職員１人当たり

平均支給年額手　当　名 内容及び支給単価 との異同 （平成18年度決算）

国の制度 支給実績
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ウ　地域手当（平成18年4月1日現在）
千円
   円

％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％

エ　特殊勤務手当
千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当
千円
千円
千円
千円

カ　その他の手当（平成19年４月１日現在）  

円
円
円
円

3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間の状況

（2）休暇制度

・年次有給休暇 １年（暦年）20日間
・病気休暇 病気療養に必要な期間（90日以内）
・特別休暇 結婚休暇、忌引休暇、産前・産後休暇、夏季休暇など
・介護休暇 家族の介護が必要な期間（連続する6月以内（無給）

4 職員の分限及び懲戒処分の状況

（1）分限処分の状況（平成18年度） （単位：人）

　町長部局 0 0 1 1
教育委員会 0 0 0 0
　 合　　計 0 0 1 1
　分限処分は、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど、職員がその職責を十分に果たすことが出来ない場合に、

公務能率を維持することを目的として、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その種類として、

免職、降任および休職があります。

普通会計に同じ 同

扶養手当
同住居手当 普通会計に同じ

通勤手当 普通会計に同じ 同

同

支給実績（平成17年度決算）

千円 360,500

支給実績（18年度決算） 7,757

721

休憩時間１週間の勤務時間

区　　分 免　　職

管理職手当

（平成18年度決算）

194,842
千円 268,000
千円 86,268

普通会計に同じ 3,702 千円
1,072
3,537

支給職員１人当たり

平均支給年額手　当　名 内容及び支給単価 との異同 （平成18年度決算）

国の制度 支給実績

17,619
支給職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算） 297

支給実績（平成18年度決算） 10,646
支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算） 201

手当の名称 主な支給対象職員

（医師） 15
支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（18年度決算） 0
支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 0

研究手当 医師 医学研究 月額60万円以内

医師、看護師 手術、往診業務 1回につき

夜間看護手当 看護師、介護職員 夜間看護業務 1回につき3,000円以内

特殊診療手当

降　　任 休　　職

開始時間 終了時間

40時間 8:30 17:15 12:15-13:00

合　　計

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

0 制度無し

手当の種類（手当数） 3種類

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 176,295

職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度） 83.0
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（2）懲戒処分の状況（平成18年度） （単位：人）

　町長部局 0 0 0 0 0
教育委員会 0 0 0 0 0
　 合　　計 0 0 0 0 0
　懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に、公務における規律と秩序を維持することを目的として、

その職員に道義的責任を問う制裁措置です。その種類として、免職、停職、減給および戒告があります。

5 職員の服務の状況

（1）職務専念義務
　職員は全体の奉仕者として公益のために勤務し、職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに
専念しなければなりません。

（2）信用失墜行為の禁止
　職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしてはいけません。

（3）営利企業等の従事制限
　職員は任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員を兼ねることや自ら営利企業を営む
こと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事することはできません。
　平成19年4月1日現在の許可状況は以下のとおりです。

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする
会社その他の団体の役員等の地位を兼ねている者

（4）争議行為等の禁止
　職員は争議行為等が禁止されています。

（5）守秘義務
　職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

（6）政治的行為の制限
　職員は政党その他の政治団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止されています。

6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（1）職員研修の状況

ワンステップ研修 1
ツーステップ研修 2
スリーステップ研修 2
マネージャー研修① 4
マネージャー研修② 2
リーダー研修 －
トップリーダー研修 3
地方分権と地方自治体の役割の変化
e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ（情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修・上級ｺｰｽ） 3
法制執務研修 1
職場の活性化を考えるセミナー 1
職場のメンタル問題への関わり方 2
公営企業会計研修 1

（2）職員の勤務評定の実施状況
　職員の能力、資質、業績、勤務態度等を把握して勤務評定を行い、昇任、配置転換等の人事管理
を実施しています。

減　　給 合　　計

自ら営利を目的とする私企業を営む者

0

0

区　　分 免　　職 停　　職

人数 主な事業内容区　　　分

戒　　告

179

研　修　名 受講者数
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7 職員の福祉及び利益の保護の状況

（1）労働安全衛生事業の状況

安全衛生管理の充実 安全衛生委員会を中心に安全衛生体制の充実を図っています。
職員の健康管理 年１回全職員を対象に定期健康診断を実施しています。

・労働安全衛生事業の決算額　……　2,828千円

（2）互助会への補助金の状況
　地方公務員法第42条に定められている職員の厚生制度（職員の保健、元気回復その他厚生に関
する事項）を実施するために三重県市町村職員互助会に加入しています。
負担金額 給料月額×7/1000
加入者数 344人
主な事業 入院見舞金、冠婚葬祭時の給付、法律相談、貸付など

・補助金の決算額　……　9,251千円

（3）その他の福利厚生事業の状況
　職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき三重県市町村職員共済組合が、
公務災害補償については、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金がそれぞれ
主体となり制度を実施しています。

8 その他町長が必要と認める事項

事業の名称 事業の内容
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